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（問）昭和 31 年以前の旧国鉄共済組合員の期間を有する方の「ねんきん特別便」の出力方法について 

１．旧国鉄共済組合の組合員であった方の年金の仕組み 

  平成９年４月１日（統合日）から、３共済組合（ＪＴ、ＪＲ、ＮＴＴ）の長期給付事業が厚生年金保険に統合され、統合日以降

は、原則として厚生年金保険法による年金給付が行われることとなりました。 

  年金給付の仕組みは次のとおりです。 

 

【統合日前に裁定された年金】 
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定額・報酬比例部分 

▲ 

昭 31.7

共済年金として 

社会保険庁から支給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【統合以降に裁定された年金】 
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職域年金部分 特例年金として 

存続組合から支給

 

 

定額・報酬比例部分 
厚生年金として 

社会保険庁から支給

▲ 

昭 31.7
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２．共済組合の組合員であった間の記録の管理方法 

   社会保険庁においては、共済組合の組合員であった間の記録については、次の方法で管理しています。 

 (1) 被保険者 

   昭和３１年７月以降の記録（資格取得日及び資格喪失日）を管理。【共済組合から引継ぎ】 

 (2) 年金受給者 

  ① 受けている年金が共済年金の場合 

   ・ 昭和３１年７月前の記録（恩給期間又は旧長期期間として月数のみ）を管理。【共済組合から引継ぎ】 

   ・ 昭和３１年７月以降の記録（資格取得日及び資格喪失日）を管理。【共済組合から引継ぎ】 

  ② 受けている年金が厚生年金の場合 

    年金裁定時に提出された「年金加入期間確認通知書」【共済組合が発行】に記載された記録（資格取得日及び資格喪失日）を

管理。 

 

３．「ねんきん特別便」の出力の方法 

区  分 「ねんきん特別便」の出力の方法 

被保険者 
・昭和３１年７月以降の記録 

（加入記録欄に資格取得日及び資格喪失日を出力） 

受給者 

統合日前に受

給権が発生し

ている年金 

（共済年金） 

・昭和３１年７月前の記録 

（備考欄に恩給期間又は旧長期期間として月数のみを出力）

・昭和３１年７月以降の記録 

（加入記録欄に資格取得日及び資格喪失日を出力） 

統合日以降に

受給権が発生

している年金 

（厚生年金） 

・「年金加入期間確認通知書」に記載された記録 

（加入記録欄に資格取得日及び資格喪失日を出力） 
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